
 

歯科技工士免許の登録事務は、平成２７年６月１日から、 

一般財団法人歯科医療振興財団により行われることとなりました。 

つきましては、都道府県及び各保健所では各種申請をおこなうことができません。 

平成２７年６月１日以降の新規免許申請や、婚姻等により本籍地都道府県や氏名 

などの名簿登録事項に変更が生じたとき、免許証の再交付を受けるときなどは、 

一般財団法人歯科医療振興財団へ直接申請してください。 

 

申請書類の請求及び申請方法などに関するお問合せは、 

下記までお願いいたします。 

 

一般財団法人 歯科医療振興財団 

〒102-0073 

東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館内 

TEL：03-3262-3381 

http://www.dc-training.or.jp/ 

 

参考［登録手数料及び登録免許税］平成２７年６月１日現在 

申請区分 手数料 登録免許税 

新規登録 ４，７５０円 ９，０００円 

名簿訂正・免許証書換え交付 ２，８５０円 １，０００円 

免許証再交付 ３，１００円 — 

 

 

http://www.dc-training.or.jp/

